
様

式

第

六第

号

身

分

証

明

書

住

所

氏

名

（

職

名

年

令

表

）

右

は

、

海

岸

法

第

二

十

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

海

岸

保

全

施

設

の

立

入

検

査

を

命

ぜ

ら

れ

た

者

で

あ

る

こ

と

を

証

す

る

。

交

付

年

月

日

有

効

期

間

主

務

大

臣

印



海

岸

法

抜

す

い

第

六

条

主

務

大

臣

は

、

次

の

各

号

の

一

に

該

当

す

る

場

合

に

お

い

て

、

当

該

海

岸

保

全

施

設

が

国

土

の

保

全

上

特

に

重

要

な

も

の

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

と

き

は

、

海

岸

管

理

者

に

代

つ

て

自

ら

当

該

海

岸

保

全

施

設

の

新

設

、

改

良

又

は

災

害

復

旧

に

関

す

る

工

事

を

施

行

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

は

、

主

務

大

臣

は

、

あ

ら

か

じ

め

当

該

海

岸

管

理

者

の

意

見

を

き

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

海

岸

保

全

施

設

の

新

設

、

改

良

又

は

災

害

復

旧

に

関

す

る

工

事

の

規

模

が

著

し

く

大

で

あ

る

と

き

。

二

海

岸

保

全

施

設

の

新

設

、

改

良

又

は

災

害

復

旧

に

関

す

る

工

事

が

高

度

の

技

術

を

必

要

と

す

る

と

き

。

（

三

海

岸

保

全

施

設

の

新

設

、

改

良

又

は

災

害

復

旧

に

関

す

る

工

事

が

高

度

の

機

裏

械

力

を

使

用

し

て

実

施

す

る

必

要

が

あ

る

と

き

。

）

四

海

岸

保

全

施

設

の

新

設

、

改

良

又

は

災

害

復

旧

に

関

す

る

工

事

が

都

府

県

の

区

域

の

境

界

に

係

る

と

き

。

２

主

務

大

臣

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

海

岸

保

全

施

設

の

新

設

、

改

良

又

は

災

害

復

旧

に

関

す

る

工

事

を

施

行

す

る

場

合

に

お

い

て

は

、

政

令

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

海

岸

管

理

者

に

代

つ

て

そ

の

権

限

を

行

う

も

の

と

す

る

。

第

二

十

条

海

岸

管

理

者

は

、

そ

の

職

務

の

執

行

に

関

し

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

他

の

管

理

者

に

対

し

報

告

若

し

く

は

資

料

の

提

出

を

求

め

、

又

は

そ

の

命

じ

た

者

に

当

該

他

の

管

理

者

の

管

理

す

る

海

岸

保

全

施

設

に

立

ち

入

り

、

こ

れ

を

検

査

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

２

前

項

の

規

定

に

よ

り

立

入

検

査

を

す

る

者

は

、

そ

の

身

分

を

示

す

証

明

書

を

携

帯

し

、

関

係

人

の

請

求

が

あ

つ

た

と

き

は

、

こ

れ

を

提

示

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

３

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

立

入

検

査

の

権

限

は

、

犯

罪

捜

査

の

た

め

に

認

め

ら

れ

た

も

の

と

解

し

て

は

な

ら

な

い

。


